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令和２年度  

事 業 計 画 

 

基本方針 

 

少子高齢化や核家族化等による家族形態の変容によって、地域社会が大きく変化

し、地域住民が抱える生活課題は多様化・複雑化しており、既存の制度やサービス

だけでは対応するのが難しい中、地域で暮らす全ての人々が幸せな生活を送るため

には、住民同士の支え合いやセーフティネットの強化が求められています。 

このような状況の中で、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を実現す

るために、行政・区長連合会・民生児童委員・長寿会連合会・障害者福祉団体連合

会・ボランティア活動団体等とも連携しながら、地域に密着した事業に取り組み、

地域福祉の推進役としての役割を果たしてまいります。 

本会といたしましては、今年度策定の「地域福祉活動計画」と、行政計画として

天理市が策定の「地域福祉計画」を一体的に策定することにより、今後の地域福祉

活動の方向性を検討してまいります。 

そして、この計画を指針として、高齢者・障害者（児）・子育て家庭・生活困窮

者等、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることが出来るよう、地域の繋

がりや、支え合いの仕組み作りを推進し、地域の福祉力向上に向けた取り組みを進

めてまいります。 
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【重点推進項目】 

 

１．社会福祉協議会の基盤の充実 

２．地域福祉活動の推進 

３．福祉団体の活動支援 

４．共同募金事業の実施 

５．相談・援助活動の推進 

６．日常生活自立支援事業 

（福祉サービス利用援助事業）の推進 

７．広報活動の充実 

８．受託事業の円滑な運営 
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１．社会福祉協議会の基盤の充実 

社会福祉事業、その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉

に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とした、営利を

目的としない民間組織として、その使命を実現するために基盤強化と健全な運営

を図っていきます。 

 

（１）理事会・評議員会の開催 

天理市社会福祉協議会（以下「本会」という。）の運営を担う理事会・評議員

会を定期的に開催し、本会運営の活性化を図ります。 

 

（２）職員の資質向上 

職員の資質向上については、奈良県社会福祉協議会が開催する住民と協働して

支え合う地域づくりを進める専門職を養成するための「コミュニティソーシャル

ワーク研修」など、各種研修会に積極的に参加します。 

また、組織規則により事務分担・職務を明確にし、責任と自覚を促します。 

 

 

２．地域福祉活動の推進 

地域住民のニーズに即した事業を実施し、住民相互の助け合いや交流の輪を広

げ、ともに支え合う地域福祉活動の推進を図ります。 

 

（１）地域福祉活動計画の策定 

   ◇「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」 

  「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」は名称が似ていますが、前者は市 

 町村等行政が策定する行政計画です。後者は市町村の住民活動を中心とした計画

です。 

近年、全国的にも、本市においても、少子高齢化の進行や地域のつながりの希

薄化、生活の多様化などにより、介護と育児（ダブルケア問題）、8050 問題、生

活困窮といった、公的なサービスの提供だけでは対応が困難な新たな課題が増え

ています。 
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そのような状況の中、地域で暮らす全ての人が支え合う「地域共生社会」 

の実現が求められており、計画策定にあたっては、地域の福祉力向上に向けて体

制を構築し、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる「まちづくり」を目

指して両計画を一体的に策定いたします。 

 

（２）地域福祉活動推進事業の実施 

  ①小地域(※)における支え合い活動の推進（※概ね町内会、自治会等の範囲） 

活動推進のマニュアルを活用しながら、小地域ネットワーク形成の支援を通

じて、小地域ネットワークの確立を推進するとともに、地域住民が相互に助け

合える地域支援体制の充実を図ります。 

 ◇ふれあいサロンの開設支援 

高齢者・障害者・子育て中の親等の支援を必要とする方が、小地域にお

いて安心して生活ができるような地域のつながりづくりの場をとおして、

住民が相互に支え合い、生きがいづくり・仲間づくりの輪を広げ、住民の

孤立感の解消、地域の見守り活動、閉じこもり予防や介護予防、健康の維

持向上を図ることを目的としたふれあいサロンが、地域住民主体により開

設及び実施出来るように支援を行います。 

 ◇ふれあいサロンの実施団体への支援 

サロン活動を多くの団体に実施していただけるように、助成金（赤い羽

根共同募金を原資）の枠を増やすとともに、実施内容の相談などの支援を

行います。 

また、サロン活動を実施している団体を対象に、相互の情報交換・交流

の場として「ふれあいサロン交流会」を開催します。 

そして、サロンを実施する中で見えてくる、新たな課題やニーズを共有

し、地域に合った見守り活動や生活支援活動の必要性を認識していただき、

お互いに助け合える地域づくりに発展するよう支援を行ないます。 

   ◇ふれあいサロン実施の呼びかけ・人材の発掘 

ふれあいサロンがさらに多くの地域で実施されるように、現在、サロン

を実施している団体の協力を得ながら、ボランティア団体・福祉関係団体

等に対し呼びかけを行い、サロンを実施していただく人材の発掘に努めま

す。 
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  ②地域福祉を推進する人材育成 

地域福祉活動を推進する担い手を育成するため、また、情報提供の場として

「地域福祉活動研修会」を開催します。 

   

（３）ふれあい教室の実施 

寝たきりなどの原因となる身体機能の低下や閉じこもり、介護を必要としない

者が要介護又は要支援状態となることを予防することを目的として、音楽療法・

健康体操・創作活動等を概ね 65歳以上の方を対象に市内公民館において実施し

ます。 

 

（４）うれし・たのしや交流会の実施 

ふれあい教室とふれあいサロンの参加者が一堂に会し、年に一度それぞれの教

室・サロンでの成果を発表することにより、高齢者の介護予防、閉じこもり防止

及び相互交流が推進され、高齢者がいつまでも「いきいき」と住み慣れた地域で

過ごせることを目的に実施します。 

 

（５）ボランティア事業の支援 

地域福祉の向上になくてはならない住民参加のボランティア活動を、ボランテ

ィアセンターと連携し支援するとともに、ボランティア活動保険加入の広報や手

続きを行います。 

 

（６）災害ボランティアセンターの設置・運営及び事前登録 

①災害ボランティアセンターの設置・運営 

地震・台風・豪雨等の災害時には、災害ボランティア活動が大きな力を発揮し、

ボランティア活動に対する期待が高まっています。 

本会では天理市地域防災計画を基に、天理市と交わした協定書により災害時に

は連携を図り、市の要請に基づき迅速に災害ボランティアセンターの設置・運営

を行います。 

また、大規模な災害が発生した場合には、他市より多数のボランティアが訪れ

ることが想定されるため、効果的な救援活動が行えるよう昨年度に、市の関係各

課と協議を重ね、文化センターを災害ボランティアセンターとして活用するため
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「災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル【別冊】」（天理市文化センタ

ーで開設する場合）を新たに策定しました。 

②災害ボランティアの事前登録 

災害時には、迅速かつ効果的に救援活動が行えるよう、災害ボランティアセン

ターの運営補助及びボランティア活動の調整役としてのボランティアコーディ

ネーターを募集するとともに、市内の被災者の生活再建支援のため、自主的に救

援活動に参加いただける方の登録も呼びかけています。 

そして、災害ボランティアに登録された方には、災害時の混乱した中でもボラ

ンティア活動が円滑に行えるよう、平常時から研修会、講習会、情報交換等を行

い災害時に備えた取り組みも進めてまいります。 

 

（７）「こども食堂」の推進 

「こども食堂」は、地域の大人たちが、こどもを真ん中にした居場所をつくる

取り組みです。 

天理市では、活動内容、名称、主催団体も多様ですが、あたたかなご飯を囲み、

地域みんなでこどもを育んでいく場として、創意工夫をしながら「こども食堂」

の取り組みが広がっています。 

今後も、県社会福祉協議会と連携しながら、立ち上げ支援等の情報を提供して

まいります。 

 

 

３．福祉団体の活動支援 

福祉団体の活動がきめ細かく推進出来るように支援を行います。 

（１）民生児童委員協議会の活動支援 

  ①役員会、総会等の活動支援 

  ②各種研修会等の活動支援 

 

（２）長寿会連合会の活動支援 

  ①役員会等の活動支援 

  ②各種研修会、行事等の活動支援 
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（３）障害者福祉団体連合会の活動支援 

  ①役員会、各種研修会等の活動支援 

  ②障害者（児）合同レクリエーションの活動支援 

  ③障害者（児）家族の集い「はばたき祭」の活動支援 

  ④「障害者の日」記念事業の活動支援 

 

 

４．共同募金事業の実施 

（１）共同募金運動の実施 

毎年 10月１日から翌年３月 31日の期間、全国一斉に展開される赤い羽根共同

募金運動を今年度も実施し、募金の協力を市民や関係機関等へ周知するため啓発

活動を行います。 

 

（２）共同募金の助成 

  ①赤い羽根共同募金 

   募金は、市内の社会福祉団体の活動に助成します。 

  ②歳末たすけあい募金 

   募金は、年末に生活困窮世帯に対して歳末見舞金として配布します。 

 

 

５．相談・援助活動の推進 

（１）心配ごと相談事業の充実 

民生児童委員が相談員となり、住民の生活に関する相談に応じて、各種専門機

関と連携しながら、適切な助言を行い相談者に対する支援の充実を図るため、心

配ごと相談事業を実施します。 

  ◇毎週木曜日（木曜日が祝日の場合は休み）に年間を通し実施 

 

（２）福祉つなぎ資金の貸付 

低所得世帯の自立支援と生活向上をめざして、これらの世帯に民生児童委員の

協力を得て効果的な資金の貸付の推進を図ります。 
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（３）善意銀行の活用 

預託を受けた金銭（金品）を地域福祉事業に役立てるとともに、預託者の意志

を生かした運営を行います。 

①寝たきり老人への支援 

②小災害見舞金への助成 

 

（４）福祉自動車の貸出の推進 

一般車両への乗降が困難な車イス利用者に車イスのまま乗降が可能な福祉自

動車の貸出を行います。 

 

（５）車イスの貸出の推進 

緊急または一時的に短期間、必要とする方に車イスの貸出を行います。 

 

 

６．日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）の推進 

認知症や知的・精神障害等により、日常生活を営むのに不安を抱えている人に

対し、福祉サービスの利用相談、日常生活に必要な手続き、及び日常的な金銭管

理のお手伝いなど、生活上のサポートをします。 

本事業で支援ができない状態になられた場合は、行政、奈良県社会福祉協議会、

地域包括支援センター等の関係機関と連携して成年後見制度への移行を支援し

ます。 

 

 

７．広報活動の充実 

福祉活動の推進を図るため、各種福祉サービスの情報を提供し、市民の認識を

高めてもらうため地域福祉の充実を推進します。 

 ①社協広報紙「社協だより」の発行 

 ②ホームページ及びフェイスブックの充実 

 ③ポスター「児童福祉月間」「老人福祉月間」等による啓発 

 ④市広報紙「町から町へ」の活用 
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８．受託事業の円滑な運営 

（１）福祉バス運行管理の推進 

福祉関係団体等の研修、行事開催等の利便を図り、福祉活動をより一層活発化

させるため、天理市福祉バス「ふれあい号」の運行管理を行います。 

 

（２）天理市立地域活動支援センターの経営（指定管理者の指定） 

  在宅で生活する障害者の必要に応じて、次に揚げるサービスをご利用いただき、

自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上並びに家族の身体的・精神的負担

の軽減を図り、円滑な経営を推進します。 

 

①機能訓練 

    ◇リハビリ指導（理学療法士）   

◇歯磨き指導（歯科衛生士）            

    ◇音楽体操（ミュージックケア）         

    ◇健康体操（立ち上がり・ストレッチ他）       

    ◇真美体操（いちょう体操他）            

②社会適応訓練 

      外出（買い物他）                

  ③更生相談 

      介護等に関する相談                 

④活動 

  ◇創作的活動 

      フラワーアレンジメント・トールペイント・書道・作品づくり                     

    ◇文化活動 

ビデオ鑑賞・カラオケ                            

    ◇スポーツ活動 

      風船バレー・バドミントン                        

    ◇レクリエーション活動（季節行事）      

      夏祭り・クリスマス会等 

⑤給食サービス   

◇食事の準備・配膳・食事介助などを行います。 
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⑥入浴サービス   

◇寝たままの状態で入浴できる特殊浴槽で、入浴介助を行います。 

⑦送迎サービス   

    ◇車イスに乗ったままで乗降できる、リフト車及び軽自動車での送迎を 

          行います。 

 

（３）生活福祉資金等貸付事務の推進 

低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯の自立更生及び離職者支援のため、奈良

県社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付事業の貸付事務を、奈良県社会福祉協

議会より受託し、貸付相談及び貸付事務を行います。 

 

（４）臨時特例つなぎ資金貸付事務の推進 

離職者を支援するために、奈良県社会福祉協議会が行う貸付の事務を行います。 

離職等に伴って住居を喪失した、公的給付制度又は公的貸付制度（失業等給

付・住宅手当・総合支援資金貸付・生活保護等）の申請者が、当該給付金又は貸

付金の交付を受け取るまでの当面の生活費を借り入れるための申請事務を行い

ます。 

 

（５）奈良県フードレスキュー事業の推進 

生活福祉課題を抱えている相談者のなかで、喫緊に生活上の困難に直面してい

る相談者に対する緊急食糧支援事業を奈良県社会福祉協議会より受託します。 

緊急の支援を必要とされている方々に寄り添い、安定・安心した生活に向けた

相談支援を行います。 

 

（６）天理市障害者ふれあいセンターの経営（指定管理者の指定） 

障害者（児）の教養の向上、文化、スポーツ、健康増進等に係る活動の推進を

図り、地域住民との「ふれあい」交流の場として運営を行います。 

そして、相互の友愛と障害に対する理解を深め、次に掲げる各種教室・講演会・

イベントを開催します。 

また、施設の貸し出しにつきましても、障害者の方以外にも、様々な目的でご

利用いただきます。 
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①障害者スポーツ教室 

市内の障害者（児）とその家族が、運動の楽しさを知るとともに、体力の

向上及びお互いの交流を図ることを目的として開催します。 

◇バドミントン教室 

◇感覚統合遊び教室 

②障害者文化教室 

市内の障害者（児）が陶芸を通して身体機能の増進・創造力・表現力を高

めていくことを目的として開催します。 

◇陶芸教室 

③障害者パソコン教室 

身体障害者と知的・精神障害者の２コースに分けて、パソコンの基礎知識

及び技術の習得と自立、社会の参加の促進を図ることを目的として開催しま

す。 

◇身体障害者 

◇知的・精神障害者 

④カラオケ教室 

カラオケを通して音楽に親しみ心身の健康を維持するとともに、市民と相

互に交流を図り生活を明朗にしていくことを目的として開催します。 

⑤ふれあい交流会 

この交流会は、年に一度、障害者（児）と市民が歌や踊りの発表や各種イ

ベントを通じて、「ふれあい」を深め、障害者や障害についての理解の輪を広

げていくことを目的として開催します。 


